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（令和５年度版） 

※ このしおりは令和５年４月現在の制度に

ついて記載されています。 

今後、変更される場合もありますので、詳

しくは、主管箇所にお尋ねください。 
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【１】相談窓口  

※相談窓口は、祝日、年末年始など休みのときがあります。訪問されるときは、事前に各相談窓口にお

問い合わせください。 

 

１－１：行政関係の相談窓口 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

障がいに関する総合窓口 

 

柳井市役所 社会福祉課 

 

〒742-8714 

柳井市南町 1-10-2 

Tel 22-2111 

Fax 23-7566 

平日 

8:30～17:15 

保健指導、健康相談等 

 

柳井市保健センター 

 

〒742-0031 

柳井市南町 6-12-1 

Tel 23-1190 

Fax 23-3723 

平日 

8:30～17:15 

難病対策、特定疾患、精

神保健福祉、保健指導、

健康相談等 

山口県柳井健康福祉セン

ター 

 

〒742-0031 

柳井市南町 3-9-3 

山口県柳井総合庁舎内 

Tel 22-3777 

Fax 22-3895 

平日 

8:30～17:15 

福祉活動に関すること 

 

社会福祉法人 

柳井市社会福祉協議会 

〒742-0031 

柳井市南町 3-9-2 

Tel 22-3800 

Fax 23-1107 

平日 

8:30～17:15 

 

 

１－２：障がいに関する相談（委託相談支援事業所） 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

障がい者（児）の相談、

情報の提供 
やない地域生活支援セ

ンター 

〒742-0021 

柳井市柳井 1910-1 

Tel 22-1205 

Fax 22-2226 

月～土 

9:00～17:00 

地域生活支援センター

たんぽぽ 

〒742-1504 

熊毛郡田布施町大字川西

1144番地 城南学園内 

Tel (0820)52-2678 

Fax (0820)25-3376 

平日 

9:00～17:15 

たちばな園相談支援事

業所 

〒742-2802 

大島郡周防大島町大字 

油良 1020  

Tel (0820)73-5010 

Fax (0820)73-5020 

平日 

8:30～17:15 

 

 

 



2 

 

１－３：身体障がいの相談 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

身体障がいに関する相談 身体障害者相談員 

大下 博 

 
Tel 23-1319  

聴覚障がいに関する相談 山口県聴覚障害者情

報センター 

〒747-1221 

山口市鋳銭司南原 2364-1 Tel（083）985-0611 

Fax（083）985-0613 

木～火 

9:00～17:00 

※土日のみ 

9:00～21:00 

身体障がい者に関する専

門的な知識及び技術を必

要とする相談並びに指導 

山口県身体障害者更

生相談所 

 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1山

口県福祉総合相談支援セ

ンター内 

Tel（083）902-2670 

Fax（083）902-2678 

平日 

8:30～17:15 

 

 

１－４：知的障がいの相談 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

知的障がいに関する相談 知的障害者相談員 

松田 渉照 

 
Tel 22-9556  

知的障害者相談員 

松尾 ミチヱ 
 Tel 27-1277 

 

療育手帳交付（１８歳以

上）等の判定業務、知的障

がい者に関する問題につ

いての家族等からの相談 

山口県知的障害者更生

相談所 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1

山口県福祉総合相談支

援センター内 

Tel（083）902-2673 

Fax（083）902-2678 

平日 

8:30～17:15 

 

 

１－５：精神障がいの相談 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

精神障がいに関する相

談、情報の提供 

やない地域生活支援セ

ンター 

〒742-0021 

柳井市柳井 1910-1 

Tel 22-1205 

Fax 22-2226 

月～土 

9:00～17:00 

心の健康と精神障がいに

関する相談、精神障害者保

健福祉手帳交付、自立支援

医療(精神通院)判定等 

 

山口県精神保健福祉セ

ンター 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1

山口県福祉総合相談支

援センター内 

心の健康電話相談 

Tel（083）901-1556 

平日 

9:00～11:30 

13:00～16:30 

いのちの情報ダイ

ヤル“絆”  

Tel（083）902-2679 

火・金 

9:00～11:30 

13:00～16:30 
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発達障がいに関する問題

等についての相談 

山口県発達障害者支援

センター まっぷ（社会

福祉法人 ひらきの里） 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1 

山口県福祉総合相談支 

援センター内 

Tel（083）902-2680  

Fax（083）902-2682 

平日 

9:15～12:00 

13:00～16:30 

 

 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

在宅療育等に関する相談 地域生活支援センター 

たんぽぽ 

〒742-1504 

熊毛郡田布施町大字 

川西 1144番地  

城南学園内 

Tel 52-2678 

Fax 25-3376 

平日 

9:00～17:15 

18歳未満の児童福祉に関

する相談（発達の遅れ、障

がいのある児童につい

て）、指導等市町への専門

的支援 

山口県中央児童相談所 〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1 

山口県福祉総合相談支 

援センター内 

Tel（083）902-2189 

Fax（083）902-2678 

平日 

8:30～17:15 

山口県岩国児童相談所 

（18歳未満の療育手帳

の判定） 

〒740-0016 

岩国市三笠町 1-1-1 

山口県岩国総合庁舎内 

Tel（0827）29-1513 

Fax（0827）29-1597 

平日 

8:30～17:15 

発達障がいに関する相談、

普及啓発、研修 

山口県発達障害者支援

センターまっぷ（社会福

祉法人 ひらきの里） 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1 

山口県福祉総合相談支 

援センター内 

Tel（083）902-2680  

Fax（083）902-2682 

平日 

9:15～12:00 

13:00～16:30 

 

 

１－６：障がい児の相談 

１－７：職業の相談 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

求人求職情報等 ハローワーク柳井 〒742-0031 

柳井市南町 2-7-22 

Tel 22-2661 

Fax 22-1069 

平日 

8:30～17:15 

就労に関する助言 山口障害者職業センター 〒747-0803  

防府市岡村町 3-1 

Tel(0835) 21-0520  

Fax（0835) 21-0569 

平日 

8:45～17:00 

就労に関する助言 障害者就業・生活支援セ

ンター蓮華 

〒740-0018  

岩国市麻里布 2丁目 

     3-10-１F    

Tel(0827) 28-0021 

Fax(0827) 28-0211 

月～土 

10:00～17:00 

若者の職業的自立のた

めの無料総合相談窓口 

しゅうなん若者サポート

ステーション 

〒745-0045  

周南市徳山港町 1-1 
Tel(0834) 27-6270 

Fax(0834) 31-2088 

月～金 

9:30～17:30 
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１－８：さまざまな相談 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

障がい者に対する虐待に

関する相談 

柳井市役所 社会福祉課 〒742-8714 

柳井市南町 1-10-2 

Tel 22-2111 

Fax 23-7566 

平日 

8:30～17:15 

柳井圏域障害者虐待防止

センター 

〒742-1504 

熊毛郡田布施町大字

川西 1144城南学園内 

Tel 52-2678 

Fax 25-3376 
終日 

山口県障害者権利擁護セ

ンター 

〒753-0072 

山口市大手町 9-6 

社会福祉会館内 

Tel(083) 902-8300 
平日 

8:30～16:30 

障がいを理由とする差別

に関する相談 

柳井市役所 社会福祉課 〒742-8714 

柳井市南町 1-10-2 

Tel 22-2111 

Fax 23-7566 

平日 

8:30～17:15 

山口県障害者権利擁護セ

ンター 

〒753-0072 

山口市大手町 9-6 

社会福祉会館内 

Tel(083) 902-8300 
平日 

8:30～16:30 

障がい者本人やその家族

等の心配ごとや悩みにつ

いての相談 

山口県障害者社会参加推

進センター「障害者ホッ

トライン」 

〒753-0072 

山口市大手町 9-6 

社会福祉会館内 

Tel（083）928-5580 

Fax（083）928-5436 

月・火・木・金 

10:00～16:00 

思春期、ストレス相談 

※要予約 

※精神科を受診中の方の相

談は、除く。 

山口県柳井健康福祉セン

ター 

〒742-0031 

柳井市南町 3-9-3 

山口県柳井総合庁舎内 

Tel 22-3631 

Fax 22-7286 

原則 

毎月第 4金曜日 

13:00～16:00 

こころの健康相談 

※要予約 

山口県柳井健康福祉セン

ター 

〒742-0031 

柳井市南町 3-9-3 

山口県柳井総合庁舎内 

Tel 22-3631 

Fax 22-7286 

原則 

毎月第 3火曜日 

13:00～14:00 

高次脳機能障がいの相談 山口県立こころの医療セ

ンター（高次脳機能障害

支援センター） 

〒755-0241 

宇部市大字東岐波

4004-2 

Tel（0836）58-1218 

Fax（0836）58-6503 

平日 

9:00～17:00 

こころの救急電話相談 

精神科受診など早急な対

応に関する電話相談 

山口県立こころの医療セ

ンター（山口県精神科救

急情報センター） 

 

Tel(0836)58-4455 24時間対応 

福祉サービスに関する利

用者等からの相談 

山口県福祉サービス運営

適正化委員会 

〒753-0072 

山口市大手町 9-6 

社会福祉会館内 

Tel(083) 924-2837 
平日 

8:30～17:00 
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１－９：子どもの発達相談 

 

相談内容 名称 住所 連絡先 
開館日 

開館時刻 

子どもの発育や発達に

ついての相談 

柳井市保健センター 〒742-0031 

柳井市南町 6-12-1 

Tel 23-1190 

Fax 23-3723 

平日 

8:30～17:15 

柳井市子育て世代包括支

援センター 

「やなでこ相談室」 

〒742-0031 

柳井市南町 6-12-1 

（柳井市保健センター内） 

Tel 22-8705 
平日 

8:30～17:15 

 山口県柳井健康福祉セン

ター 

〒742-0031 

柳井市南町 3-9-3 

山口県柳井総合庁舎内 

Tel 22-3631 

Fax 22-7286 

平日 

8:30～17:15 

子育てや教育のあり方

についての相談、障が

いのある子どもの相談

支援 

柳井地域特別支援教育セ

ンター 

〒742-1504 

熊毛郡田布施町大字 

川西 1030番地 

田布施総合支援学校内 

Tel 52-3572 
平日 

9:00～17:00 

軽度の言語障がい児に

関する相談、学習指導 

ことばの教室 

（柳井市通級指導教室） 

〒742-0021 

柳井市柳井 3680番地 4 

柳井小学校内 

Tel 23-1830 
平日 

8:30～16:30 

在宅療育等に関する相

談 

地域生活支援センター 

たんぽぽ 

〒742-1504 

熊毛郡田布施町大字 

川西 1144番地 

   城南学園内 

Tel 52-2678 

Fax 25-3376 

平日 

9:00～17:15 

発達障がいに関する相

談及び普及啓発、研修 

山口県発達障害者支援セ

ンターまっぷ（社会福祉

法人 ひらきの里） 

〒753-0814 

山口市吉敷下東 4-17-1 

山口県福祉総合相談支 

援センター内 

Tel（083）902-2680  

Fax（083）902-2682 

平日 

9:15～12:00 

13:00～16:30 

身体面、精神面に発達

の遅れがある児童に関

する相談 

山口県岩国児童相談所 

 

〒740-0016 

岩国市三笠町 1-1-1 

山口県岩国総合庁舎内 

Tel（0827）29-1513 

Fax（0827）29-1597 

平日 

8:30～17:15 
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子どもの発達相談 

 

相談場所であり、連携し子と親を支援していく機関や場 

○柳井健康福祉センター 

       （Tel：２２－３６３１） 

乳幼児発達クリニック 

子供の発育や発達について相

談できる場です。 

○柳井市保健センター 

          （Tel：２３－１１９０） 

１歳６か月児健診、３歳児健診、３歳

児視力・聴力検査、乳幼児計測会を

行い、相談・指導を行っています。 

また、育児や乳幼児発達の相談も行

います。 

保育園 小学校 

○地域生活支援センター たんぽぽ 

           （Tel：５２－２６７８） 

発育や療育に関する相談や支援を行い

ます。 

保護者の気づき 

３歳児健診・３歳児視力・聴力検査 

就学児健診 

○岩国児童相談所 

（Tel：０８２７－２９－１５１３） 

療育相談会を行います。 

中学校 高等学校 

乳児（１・３・７か月児）健診・１歳６か月児健診 

医療機関 
療育機関（柳井圏域） 

○柳井地域特別支援教育センター ［山口県立田布施総合支援学校内］ 

                                （Tel：５２－３５７２） 
 子育てや教育のあり方についての相談、障がいのある子どもの相談支援
を行っています。 
 
○柳井小学校 ことばの教室（Tel：２３－１８３０） 
軽度の言語障がい児に関する相談、学習指導を行います。 

 

児童福祉法によるサービス（P25参照) 

○柳井市役所 社会福祉課（Tel：２２－２１１１） 

※各相談窓口まで、ご相談ください。 

相談 

相談 
支援 

支援 

紹介 紹介 

５歳児 

発達相談会 
乳幼児発達クリニック 療育相談会 
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【２】 手帳   

 

障がい者が自立した生活を送ることができるように、いろいろな支援制度があります。こ

れらの制度を利用するには、各種障害者手帳が必要です。 

 

２－１：身体障害者手帳 

  身体障害者手帳は、申請に基づいて、身体障がい者（児）に対して県知事から交付されます。 

 障がいの程度により、１～６級の手帳が交付されます（認定は１級から７級までありますが、７級の

手帳は、交付されません。）。 

■対象者  以下のいずれかに該当する方 

〇視覚障害 

        〇聴覚障害 

        〇平衡機能障害 

        〇音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 

        〇肢体不自由 

        〇心臓機能障害 

        〇腎臓機能障害 

        〇呼吸器機能障害 

        〇ぼうこう又は直腸機能障害 

        〇小腸機能障害 

        〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

        〇肝臓機能障害 

■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

    〇申請書 

    〇身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する指定医師による所定の診断書 

    〇写真２枚（縦４cm×横３cm） 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

      

２－２：療育手帳 

  療育手帳は、知的障がい児（者）に対して一貫した指導、相談を行うとともに、各種の援助支援等

を受けやすくするために県知事から交付されます。障がいの程度は、ＡかＢに区別されます。 

■対象者  児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方 

■申請に必要な物（申請書は、窓口にあります。） 

        〇申請書 

        〇写真１枚（縦４cm×横３cm） 

（１８歳未満の方は、児童相談所の判定、１８歳以上の方は、知的障害者更生相談所

の判定を受けることが必要です。） 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課  
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２－３：精神障害者保健福祉手帳 

  精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、精神障がい者（児）に対して県知事から交付されま

す。障がいの程度により１～３級の手帳が交付されます。有効期限は、原則２年です。更新の手続は、

有効期限の３か月前から行うことができます。 

■対象者  精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活を送る上で制約がある方 

■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書 

        〇障害年金の年金証書、振込通知書 

又は医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 

        〇同意書（障害年金の年金証書、振込通知書で申請するとき） 

        〇写真１枚（縦４cm×横３cm） 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

２－４：その他 

各種障害者手帳をお持ちの方は、次のようなときに必ず手続をしてください。 

 ■障がいがなくなったとき。 

 ■障がいの程度が変わったとき。 

■新しく別の障がいが発生したとき。 

 ■住所、氏名が変わったとき。 

 ■保護者が変わったとき。 

 ■障がい者本人が死亡したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

【３】 医療 

 

３－１：医療費助成 

（１）重度心身障害者医療費助成制度  

 重度の心身障がい者(児)に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成します。県外で受診した

ときの医療費は、後日領収書を添付して申請をすると助成されます。ただし、他の公費助成金等及び健

康保険組合等からの高額療養費（付加金を含む。）が支払われるときは、その額を除きます。 

 ■対象者  次のいずれかに該当する方 

         〇 身体障害者手帳１～３級の交付を受けている方 

        〇 療育手帳Ａの交付を受けている方 

        〇 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

        〇 国民年金法施行令別表１級程度の障がいがある方 

 ■申請に必要な物 

        〇身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書及び直近の振込通

知書のいずれか 

        〇健康保険証 

        ※ただし、対象者本人の所得制限があります。 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（２）後期高齢者医療制度の資格認定  

 一定の障がいのある方は、６５歳から後期高齢者医療制度に加入することができます。 

なお、障がい認定による７５歳未満の加入は、任意の制度ですので、申請が必要です。 

また、加入後は７５歳になるまでいつでも撤回が可能です。 

■対象者  次のいずれかに該当する方 

〇国民年金法における障害年金１級及び２級を受けている方 

        〇精神障害者保健福祉手帳１級及び２級の交付を受けている方 

        〇療育手帳Ａの交付を受けている方 

        〇身体障害者手帳１～３級の交付を受けている方 

        〇身体障害者手帳４級の交付を受けており、次のいずれかに該当する方 

        ・音声言語機能の著しい障がい ・両下肢の全ての指を欠く 

        ・下肢の下腿１／２以上を欠く ・下肢の機能の著しい障がい  

 ■窓 口  柳井市役所 市民生活課 

 

（３）自立支援医療  

 障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、医療費の一部を助成します。自立

支援医療は、更生医療、育成医療、精神通院医療の３つの制度から成り立っています。 

 これらの助成を受けるには、事前に申請が必要です。  

 

 ■利用者負担  原則医療費の１割 

         ※世帯の収入状況に応じて月額負担上限額が設定されます。 
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■利用者負担上限額   

  ※医療費の助成の対象となるのは、自立支援医療指定医療機関のみです。 

 

ア 更生医療 

 ■対象者  １８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者更生相談所の判定に

より必要と認められた方 ※有効期限は、医療の種類によって異なります。   

    

 ＜対象となる障がい及び医療＞ 

対象となる障がい 医療の具体例 

視覚障害 白内障手術 他 

聴覚障害 人工内耳埋込術 他 

音声・言語・そしゃく機能障害 顎形成術、矯正治療 他 

肢体不自由 人工関節置換術 他 

心臓機能障害 ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術 他 

腎臓機能障害 人工透析、腎移植術 他 

小腸機能障害 中心静脈栄養法  

免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法 他 

肝臓機能障害 肝臓移植術 他 

 ■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書、同意書 

        〇身体障害者手帳 

        〇更生医療指定医療機関の医師が作成した更生医療意見書 

〇申請者と同一保険に加入されている方全員の健康保険証の写し 

        （人工透析の方は、特定疾病療養受療証の写しも添えてください。） 

        〇収入状況が確認できる物（年金証書及び年金振込通知書） 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

 

区  分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯              ０円 

低所得１ 
市民税非課税世帯で本人収入が８

０万円以下 
         ２，５００円 

低所得２ 
市民税非課税世帯で本人収入が８

０万円を超える 
         ５，０００円 

中間所得 

中間１ 
市民税課税世帯で市民税額（所得

割）が３万３千円未満 

重度かつ継続対象者 

  ５，０００円 医療保険の自己

負担限度額 
中間２ 

市民税課税世帯で市民税額（所得

割）が２３万５千円未満 

重度かつ継続対象者 

 １０，０００円 

一定所得以上 
市民税課税世帯で市民税額（所得

割）が２３万５千円以上 

重度かつ継続対象者 

 ２０，０００円 

公費負担の対象

外 
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イ 育成医療 

 ■対象者  身体障がいがある児童又は現存する疾患の治療を行わなければ、将来において障がいを 

残すと認められる児童 ※有効期限は医療の種類によって異なります。 

 ■対 象  次のいずれかに対する医療 

        〇視覚障がいによるもの 

        〇聴覚、平衡機能の障がいによるもの 

        〇音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの 

        〇肢体不自由によるもの 

        〇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障がいによるもの 

        〇先天性の内臓の機能の障がいによるもの 

        〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの 

 ■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書、同意書 

        〇育成医療指定医療機関の医師が作成した育成医療意見書 

〇申請者と同一保険に加入されている方全員の健康保険証の写し 

         （人工透析の方は、特定疾病療養受療証の写しも添えてください。） 

        〇収入状況が確認できる物（年金証書及び年金振込通知書）        

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

ウ 精神通院医療 

 ■対象者  精神保健福祉法第５条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依 

存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継 

続的に要する程度の病状にある方 

■有効期間 １年間 

※更新申請は、３か月前からできます。 

※更新申請は、毎年必要ですが、診断書の提出は、２年に１回です。 

■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書、同意書  

        〇精神通院医療用の診断書 （２年に１回必要です。） 

        〇申請者と同一保険に加入されている方全員の健康保険証の写し 

        〇収入状況が確認できる物（年金振込通知書もしくは通帳） 

        〇マイナンバーカード（通知カード、マイナンバー入りの住民票でも可） 

        〇身元確認書類       

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

３－２：発育・発達の健診・相談 

 １歳６か月児健診と３歳児健診、３歳児視力・聴力検査を行い、発育・発達についての相談、指導も

行っています。 

また、子どもの発達や集団生活での様子、子育てについて保護者が気になっていることがあれば、専

門家による相談を受け付け、より良い支援を考えていくために、５歳児発達相談会（年中児対象）を行

っています。育児相談、乳幼児発達相談については、随時受け付けています。 

 ■窓 口  柳井市保健センター  TEL:（0820）23-1190 



12 

【４】 手当・年金 

４－１：年金 

（１）障害年金  

ア 障害基礎年金 

 ■対象者  次のいずれにも該当する方 

        〇障がいの原因となった病気又はけがの初診日が次のいずれかの間にあること。 

・国民年金加入期間 

・２０歳前又は日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の方で年金制度に加入

していない期間 

        〇病気又はけがの初診日から１年６か月を経過した日（ただし、その期間内に治った

ときは、その日）に障がいの状態が国民年金法施行令の障害等級表に定める１級又

は２級に該当すること。 

〇初診日のある月の２か月前までの被保険者期間のうち保険料納付済み期間と免除

期間を合算した期間が３分の２以上あること。ただし、初診日が令和８年３月３１

日までにあるときは、初診日のある月の２か月前までの直近の１年間に滞納がなけ

ればよいことになっています。 

※２０歳になる前に初診日がある病気又はけがで障がいになったときは、原則として

２０歳に達したときに障がいの程度が国民年金法施行令の障害等級表に定める１

級又は２級に該当する状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。納付要件は、

不要です。ただし、本人に一定額以上の収入があると支給が停止されます。 

 ■窓 口  柳井市役所 市民生活課 

 

イ 年金生活者支援給付金 

  障害基礎年金受給者で前年所得が約４７２万円以下の方には、年金とは別に給付金が支給されます。 

  ※受取には、請求手続が必要です。  

 ■窓 口  柳井市役所 市民生活課 

 

（２）障害厚生年金・障害手当金  

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障がいが残ったとき、障がいの程度に応じ

て支給されます。 

 ■窓 口  岩国年金事務所  TEL:（0827）24-2222 

 

（３）特別障害給付金  

 ■対象者  次のいずれにも該当する方 

        〇国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給 

していない方 

        〇任意加入していなかった期間内に初診日があり、請求時に障害基礎年金１級又は２

級相当の障がいに該当する方 

        〇６５歳に達する日の前日までに当該障がい状態になった方 

■窓 口  柳井市役所 市民生活課 
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４－２：手当 

（１）特別障害者手当  

  日常生活に常時特別な介護を必要とする２０歳以上の在宅の重度障がい者（障がいが重複している

等）に対し、福祉の向上を図るために支給します。 

 ■手当額  月額２７，９８０円（令和５年４月現在） 

 ■手 続  あらかじめ窓口にお問い合わせください。 

次のいずれかに該当する方には、支給できません。 

〇受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得（障害基礎年金等を含 

む）が一定額以上ある方 

〇障害者支援施設その他これに類する施設（グループホームを除く。）に入所してい 

る又は病院や診療所に３か月を超えて入院している方 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（２）障害児福祉手当  

  日常生活に常時特別な介護を必要とする２０歳未満の在宅の重度障がい児に対し、福祉の向上を図

るために支給します。 

 ■手当額  月額１５，２２０円（令和５年４月現在） 

 ■手 続  あらかじめ窓口にお問い合わせください。 

次のいずれかに該当する方には、支給できません。 

〇受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある方 

〇障害児入所施設その他これに類する施設に入所している方 

〇障がいを支給事由とする公的年金を受給している方 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（３）特別児童扶養手当  

  身体又は精神に中度以上の障がいのある２０歳未満の児童を養育している保護者に対し、障がい児

の福祉の増進を図るために支給します。 

■手当額  １級  月額５３，７００円（令和５年４月現在） 

       ２級  月額３５，７６０円（令和５年４月現在） 

 ■手 続  あらかじめ窓口にお問い合わせください。 

       児童が児童福祉施設に入所している方には、支給できません。 

■窓 口  柳井市役所 こどもサポート課 
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（４）心身障害者扶養共済  

  心身障害者扶養共済制度に加入し、毎月掛金を県に納付すると、加入者が死亡又は重度障がいとな

ったとき、障がい者に対して県から一定の額を終身年金として支給されます。 

  

■対象者  次のいずれかに該当する方 

〇６５歳未満で特別の障がいや病気がない方 

        〇次の方を扶養している方 

         身体障害者手帳１～３級、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい 

る方又はこれらと同程度の障がいと認められるような精神又は身体の永続的な障

がいがある方 

        ※障がいのある方一人に対して、加入できる保護者は、一人です。 

■掛金の額 掛金の金額は、加入年度４月１日時点の加入者の年齢に応じて決まります。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年４月１日現在）        

 ■掛金の免除  加入者が６５歳（４月１日現在）以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継

続して２０年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。 

 ■年金の支給  加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方

に対し、次の金額が障がいのある方の生涯にわたって支給されます。 

 

  

 ■その他  １年以上加入した後、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として 

       加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

 

 

 

 

 

加入時の年度の４月１日時点の年齢 掛金月額 

３５歳未満の方    ９，３００円 

３５歳以上４０歳未満の方   １１，４００円 

４０歳以上４５歳未満の方   １４，３００円 

４５歳以上５０歳未満の方   １７，３００円 

５０歳以上５５歳未満の方   １８，８００円 

５５歳以上６０歳未満の方   ２０，７００円 

６０歳以上６５歳未満の方   ２３，３００円 

１口加入につき 月額 ２０，０００円 （年額 ２４０，０００円） 
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【５】 障害者総合支援法によるサービス 

 

５－１：概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ※自立支援医療のうち 

                        精神通院医療の実施主体は、 

                        都道府県等 

介護給付 

・居宅介護   ・重度訪問介護 

・行動援護    ・重度障害者等包括支援 

・同行援護    ・短期入所 

・療養介護   ・生活介護 

・施設入所支援 

訓練等給付  

・自立訓練    ・就労移行支援 

 ・就労継続支援  ・共同生活援助 

  ・就労定着支援  ・自立生活援助 

 地域生活支援事業 

・日中一時支援事業        P.２２参照  ・移動支援事業                P.２２参照  

・訪問入浴サービス事業    P.２３参照  ・相談支援事業         P.２３参照 

・地域活動支援センター事業 P.２４参照  ・日常生活用具給付事業    P.２７参照 

・意思疎通支援事業    P.３１参照 ・社会参加促進事業        P.３２参照 

自立支援医療 Ｐ.９ 参照 

 ・更生医療 

 ・育成医療 

・精神通院医療 

障害福祉サービス 

補装具費の支給 P.２７参照 

（参考）児童福祉法によるサービス   P.２５参照 

・児童発達支援       ・医療型児童発達支援 

・居宅訪問型児童発達支援    ・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

相談支援 

 ・地域相談支援   ・計画相談支援 
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５－２：自立支援給付の内容 ＜介護給付・訓練等給付＞ 

（１）障害支援区分  

  障害支援区分とは、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標

準的な支援の度合を総合的に表すもので、障害者総合支援法の対象となる障がい者が障害福祉サービ

スを利用するためには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。障がい者の特性を踏まえた判

定が行われるよう調査を行い、市審査会での総合的な判定を踏まえて認定します。 

  区分は、７段階で、必要とされる支援の度合が低いものから非該当・区分１・区分２・区分３・区

分４・区分５・区分６です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるように導入され

ました。 

■申請に必要な物（申請書、診断書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書 

        〇収入状況、課税状況が確認できる物（年金証書及び年金振込通知書） 

        〇各種手帳 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課  

 

 サービス名 内  容 対象者 

介 
 

護 
 

給 
 

付 

居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事等の生活全般にわ

たる援助を行います。 

障害支援区分１以上の方 

重度訪問介護 重度の肢体不自由者、重度の知的障がい又は

精神障がいにより、行動上著しい困難があ

り、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支

援などを総合的に行います。 

障害支援区分４以上で、次に該当

する方 

〇二肢以上に麻痺があり、｢歩行｣

｢移乗｣｢排尿｣｢排便｣のいずれにも

｢支援が不要｣以外と認められる方 

〇障害支援区分認定調査項目のう

ち行動関連項目（１２項目）の合

計点数が１０点以上の方 

行動援護 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著

しい困難がある方が行動する時に、危険を回

避するために必要な支援、移動中の介護、排

せつ、食事の介護などの外出支援を行いま

す。 

障害支援区分３以上で（障害支援

区分認定調査項目のうち行動関連

項目等合計点数が１０点以上）で、

常時介護を必要とする方 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い方に居宅介護等

複数の支援を包括的に行います。 

障害支援区分６で、意思疎通を図

ることに著しい支障があり、次に

該当する方 

〇四肢麻痺等があり、寝たきりの

状態にある次の方 

・人工呼吸器を装着している方 

・療育手帳Ａを受けている方 

〇強度行動障害（障害支援区分認

定調査項目のうち行動関連項目等

合計点数が１０点以上） 
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 サービス名 内  容 対象者 

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する

障がい者等に外出時に同行し、移動の援護そ

の他の外出する際に必要な援助を行います。 

同行援護アセスメント調査票によ

る調査項目中「視力障害」「視野障

害」又は「夜盲」のいずれかが１

点以上であり、かつ、「移動障害」

の点数が１点以上の方 

短期入所 自宅で介護する方が病気のときなどに、短期

間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事

の介護等を行います。 

障害支援区分１以上の方 

療養介護 常時医療と介護を必要とする方に、医療機関

で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び

日常生活の支援を行います。 

病院等への長期の入院による医療

的ケアに加え、常時の介護を必要

とする障がい者として次に該当す

る方 

〇障害支援区分６で、気管切開に

伴う人工呼吸器による呼吸管理を

行っている方 

〇障害支援区分５以上で、次のい

ずれかに該当する方 

・重症心身障がい者又は進行性筋

萎縮症患者 

・医療的ケアの判定スコアが１６

点以上の方 

・障害支援区分認定調査項目のう

ち行動関連項目等合計点数が１０

点以上で、医療的ケアの判定スコ

アが８点以上の方 

・遷延性意識障がい者であって、

医療的ケアの判定スコアが８点以

上の方 

生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排

せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供します。 

〇障害支援区分３以上（障害者支

援施設入所者は区分４以上）の方 

〇５０歳以上で、障害支援区分２

以上（障害者支援施設入所者は区

分３以上）の方 

 

施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排

せつ、食事の介護等を行います。 

〇生活介護を利用している障害支

援区分４（５０歳以上は区分３）

以上の方 

〇自立訓練・就労移行支援を利用

している方のうち、通所が困難で

ある方 
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 サービス名 内  容 対象者 

訓 

練 

等 

給 

付 

自立訓練 

（機能訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、身体機能又は生活能力向上の

ために必要な訓練を行います。 

地域生活を営む上で、身体機能等

維持、向上のため、一定の支援が

必要な障がい者 

自立訓練 

（生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、生活能力の維持・向上のため

に必要な訓練を行います。 

地域生活を営む上で、生活能力の

維持、向上のため、一定の支援が

必要な障がい者 

宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用し、家事等の日常生

活能力を向上させるための訓練、生活等に関

する相談、助言等を行います。 

帰宅後における生活能力の維持、

向上のための訓練、支援が必要な

障がい者 

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に一定期

間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

６５歳未満で雇用が見込まれる方 

就労継続支援 

Ａ型 

（雇用型） 

雇用契約に基づく契約が困難な６５歳未満

の方で、一般企業への就労に結びついていな

い方に、働く場を提供するとともに、知識や

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

当該事務所で雇用契約による就労

が可能と見込まれる６５歳未満の

方 

就労継続支援 

Ｂ型 

一般企業等での就労が困難になった方や、一

定年齢に達している方等に働く場を提供す

るとともに、知識や能力の向上のために必要

な訓練を行います。 

生産活動に係る知識及び能力の維

持、向上が期待される方 

共同生活援助 

 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や

日常生活上の援助を行います。 

障がい者（身体障がい者は、６５

歳未満又は６５歳までに障害福祉

サービス等を利用したことがある

方） 

就労定着支援 一般企業等へ就労した方について、就労に伴

う生活面の課題に対し、就労の継続を図るた

めに企業、自宅等への訪問や対象者の来所に

より必要な連絡調整や指導、助言等を行いま

す。 

生活介護、自立訓練、就労移行支

援又は就労継続支援を利用して一

般就労した障がい者で、就労を継

続している期間が６か月を経過し

た障がい者 

自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補う

ために、定期的な居宅訪問や随時の対応によ

り必要な支援を行います。 

定期的な巡回訪問又は随時通報に

よる必要な情報の提供及び助言そ

の他の援助が必要な障がい者かつ

単身生活者 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

図１ 介護給付に係る支給決定の流れと審査会の位置付け（同行援護を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付（同行援護を除く。） 

１ 申請 

２ サービス等利用計画案の提出依頼 

３ 障害支援区分認定調査 

４ 医師意見書 

５ 一次判定（コンピュータ判定） 

６ 市審査会（二次判定） 

７ 市長へ判定結果を通知 

８ 障害支援区分の認定 

９ 申請者に認定結果通知 

１０ サービス利用意向聴取 

１１ サービス等利用計画案の提出 

１２ 支給決定案の作成 

１３ 市審査会の意見聴取 

１４ 支給決定 

１５ 申請者に支給決定通知 

１６ サービス等利用計画の作成 

１７ サービス利用 
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（２）利用者負担  

利用したサービス利用料の１割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の

負担を求めない「月額上限額」が設定されます。 

区 分 世 帯 収 入 状 況 月額上限額 

一般２ 市民税課税世帯（一般１に該当する方を除く。）       ３７,２００円  

一般１ 

市民税課税世帯 

 世帯員全員の市民税所得割の額の合計が１６万円未満

の世帯（障がい児のときは、２８万円未満の世帯）に限

り、２０歳以上の施設等入所者を除く。 

【施設等入所者以外】 

  障がい者 ９,３００円 

  障がい児 ４,６００円 

【20歳未満の施設等入所者】 

         ９,３００円 

低所得２ 市民税非課税世帯（低所得１に該当する方を除く。）            ０円 

低所得１ 市民税非課税世帯のうち受給者の年収が８０万円以下            ０円 

生活保護 生活保護受給世帯            ０円 

※世帯の範囲 障がい者 …本人と配偶者  障がい児 …保護者の属する世帯 

       ２０歳未満の施設等入所者 …保護者の属する世帯 

（３）利用者負担の減免  

ア 高額障害者福祉サービス費 

同一世帯に属する支給決定障害者等に係る利用者負担の合計額（障害福祉サービス、補装具費、

介護保険法に基づく居宅サービス等、障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額の合計額）

が一定の額を超えるときには、超過部分は、償還払いされます。      

イ 食費・光熱費等の実費負担の軽減 

   入所施設利用の方の所得が一定以下であれば、負担が軽減されます。 

 ウ 生活保護への移行防止 

   各種負担軽減制度によっても利用者負担のために生活保護の対象となるときには、生活保護の対 

象とならないように負担を軽減します。 

  エ 多子軽減措置 

   児童通所支援（放課後等デイサービスを除く。）を利用しているとき又は幼稚園等に通う児童が 

同じ世帯に二人以上いるときは、児童通所支援の利用負担額が減額されます。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

（４）指定特定相談支援事業  

障がい者のサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う支援を行います。 

ア 指定特定相談支援事業所一覧                （令和５年４月現在 順不同） 

事 業 所 名 住   所 電話番号 

やない地域生活支援センター 柳井市柳井１９１０番地１ 0820-22-1205 

指定特定相談支援事業所たんぽぽ 熊毛郡田布施町大字川西１１４４番地 0820-52-2678 

たちばな園相談支援事業所 大島郡周防大島町大字油良１０２０番地 0820-73-5010 

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄４４７２番地 0820-24-1100 

ひらもと障害者支援事業所 柳井市山根６番１７号 0820-23-1905 

ながやす介護ステーション 熊毛郡平生町大字平生村８６２番地の２ 0820-56-7890 

特定相談支援事業所いな穂 柳井市神代４１１０番地１０ 0820-45-3811 

はなさく相談支援事業所 熊毛郡田布施町大字麻郷１６９７番地 0820-25-3715 

相談支援事業所フラフまいむ 熊毛郡田布施町大字下田布施２１７番地１７ 0820-25-1036 
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イ 柳井市内の指定サービス事業所一覧           （令和５年７月現在 順不同） 

事  業  所  名 住   所 電話番号 サービス種類 

社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

指定訪問介護事業所 
柳井市南町３丁目９番２号 ２２－３８７０ 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ニチイケアセンター柳井 
柳井市南町１丁目９番１号 

 重村ビル３Ｆ 
２４－２１８１ 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ニチイケアセンター大畠 柳井市神代２９８３番地２ ４５－５５３８ 
居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

サンキ・ウエルビィ 介護センター柳井 柳井市柳井１０１０番地１ ２４－１０６４ 
居宅介護 

重度訪問介護 

わたぼうしヘルパーステーション 柳井市柳井４９２０番地２ ２５－３７１０ 
居宅介護 

重度訪問介護 

生活介護しらゆり 柳井市余田２４０９番地 ２５－１７１０ 生活介護 

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄４４７２番地 ２４－１１００ 
短期入所 

施設入所支援 

生活介護 

障害福祉サービス事業所こすもす 柳井市柳井１９７３番地 ２４－６６０１ 
短期入所 

自立訓練(生活訓練) 

宿泊型自立訓練 

独立行政法人国立病院機構 

柳井医療センター 
柳井市伊保庄９５番地 ２７－０２１１ 

短期入所 

療養介護 

グループホーム島の学園 柳井市平郡１５２９番地 ４７－２９４４ 共同生活援助 

グループホームのぞみ 柳井市新庄５２番地４ ２２－３７７８ 共同生活援助 

グループホームやなぎ園 柳井市旭ヶ丘６番２号 ２２－８５７３ 共同生活援助 

グループホームＲＡＳＩＥＬ柳井 柳井市柳井１００３番地３８ ２３－２２２３ 共同生活援助 

ゆうわ苑デイサービスセンター 柳井市伊保庄１番地４ ２７－６００１ 生活介護（基準該当） 

山根宅老所 ぼちぼち 柳井市山根６番１６号 ２５－３９１１ 生活介護（基準該当） 

ふれあいショップ 一粒の麦 柳井市中央３丁目１４番１５号 ２３－７６５９ 就労継続支援 B型 

ワークショップ白壁  柳井市柳井３８４２番地６ ２２－３９８９ 
就労継続支援 B型 

就労定着支援 

工房いな穂 柳井市神代４１１１番地１ ４５－３８１１ 就労継続支援 B型 

やなぎ園 柳井市余田１４４９番地４ ２２－８５７３ 就労継続支援 B型 

ほっぷ白壁 柳井市南町３丁目８番４号 ２５－３６２３ 就労移行支援 

はれまる亭 柳井市南町１丁目１０番２号 ２３－４５８８ 就労継続支援 A 型 

みなくるはうす柳井 柳井市新庄１０７６番地７ ２６－４１３１ 就労継続支援 B型 

パントまいむ 柳井市天神１９番地１０ ２５－１６０１ 就労継続支援 B型 

お仕事ステーション柳井 柳井市古開作４５９番地２２ ２５－３３４７ 
就労移行支援 

就労継続支援 B型 

就労定着支援 

※柳井市外の指定事業所も利用できます。詳しくは、柳井市役所 社会福祉課までお問い合わせく

ださい。 
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５－３：介護保険法との関係 

障害福祉サービスをご利用の４０歳以上の方へ 

 介護保険サービスと障害福祉サービスで共通するものは、原則として介護保険サービスが優先されま

す。 

 次に該当する方は、介護保険の申請をしてください。 

   〇６５歳以上の方 

   〇医療保険に加入している４０歳から６４歳で、特定疾病が原因でサービスを必要とする方 

■窓 口  柳井市役所 高齢者支援課 

障がいのある方が、身近な地域で自立した生活を送ることができるように、地域の実情、利用者の状

況に応じ、柔軟な事業を行います。 

 

（１）日中一時支援事業  

 在宅の障がい者（児）に対し、日中における活動の場を確保し、障がい者（児）の家族の就労支援及

び障がい者（児）を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るためのものです。利用者の負担は、

障害福祉サービスの利用者負担額に準じます。 

 ■対象者  市内に住所を有する障がい者（児）で日中において監護する方がいないため、一時的に

見守り等の支援が必要と認められる方 

 ■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書  

〇各種手帳等 

        〇課税状況が確認できる物（転入等により柳井市に課税情報がないとき） 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

日中一時支援事業所一覧                 （令和５年４月現在 順不同） 

事 業 所 名 住      所 電話番号 

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄４４７２番地 0820-24-1100 

城南学園 熊毛郡田布施町大字川西１１４４番地 0820-52-2554 

日中一時支援事業所リトルまいむ 熊毛郡田布施町大字下田布施２１７番地１７ 0820-25-1036 

ひかり苑 光市光ヶ丘３番１７号 0833-44-7373 

 

（２）移動支援事業  

 屋外での移動が困難な障がい者（児）に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の

地域における自立生活及び社会参加の促進を図ります。利用者の負担は、障害福祉サービスの利用者負

担額に準じます。 

 ■対象者  市内に住所を有する障がい者等で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会

参加のための外出（通勤、営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等を除き、

原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。）に移動の支援が必要と認められ

る方 

 ■利用料  原則費用の１割を利用者が負担します。ただし、外出に伴う交通費は、申請者の負担と 

なります。 

５－４：地域生活支援事業 
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■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

〇申請書等  

〇各種手帳 

        〇課税状況が確認できる物（転入等により柳井市に課税情報がないとき） 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

移動支援事業所一覧                     （令和５年４月現在 順不同） 

 

（３）訪問入浴サービス事業  

地域における重度の身体障がい者の生活を支援するため、移動入浴車を派遣し、居宅での入浴サービ

スを提供することにより、障がい者の身体の清潔保持、心身機能の維持等のお手伝いをします。 

 ■対象者  重度の身体障がい者で次に該当する方 

        〇市内に住所を有する方 

        〇医師が入浴可能と認めた方 

        〇健康上入浴に支障がない方 

 ■利用者負担額  1回につき  １，２６０円（費用の１割） 

 ■申請に必要な物（申請書、医師の意見書、誓約書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇申請書  

〇医師意見書  

〇誓約書  

〇各種手帳 

        〇課税状況が確認できる物（転入等により柳井市に課税情報がないとき） 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（４）相談支援事業  

障がい者（児）の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。 

また、障がい者等の早期発見のための連絡調整や権利擁護のために必要な支援を行います。 

相談支援事業所一覧                    （令和５年４月現在 順不同） 

事 業 所 名 住   所 電話番号 

やない地域生活支援センター 柳井市柳井１９１０番地１ 0820-22-1205 

地域生活支援センターたんぽぽ 熊毛郡田布施町大字川西１１４４番地 0820-52-2678 

たちばな園相談支援事業所 大島郡周防大島町大字油良１０２０番地 0820-73-5010 

 

 

 

事 業 所 名 住   所 電話番号 

ニチイケアセンター柳井 柳井市南町 1丁目９番１号 0820-24-2181 

ニチイケアセンター大畠 柳井市神代２９８３番地２ 0820-45-5538 

ながやす介護ステーション 熊毛郡平生町大字平生村８６２番地２ 0820-56-7890 

社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

指定訪問介護事業所 
柳井市南町３丁目９番２号 0820-22-3870 

わたぼうしヘルパーステーション 柳井市柳井４９２０番地２ 0820-23-6233 

けあビジョンホーム柳井訪問介護 柳井市新庄２３９１番地１ 0820-24-5000 
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（５）地域活動支援センター事業  

障がい者の地域生活を支援するため、創作的活動や生産活動の場を用意し、社会との交流を促進しま

す。 

                                  （令和５年４月現在） 

事  業  所 名 住     所 電話番号 

やない地域生活支援センター 柳井市柳井１９１０番地１ 0820-22-1205 
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【６】 児童福祉法によるサービス 

 

６－１：概要 

児童福祉法等の改正により、これまでの通所支援、児童デイサービスについて、障がい種別による区

分をなくし、児童発達支援、医療型児童発達支援に一元化されるとともに、新たに学齢期における支援

の充実を図るための放課後等デイサービス等が創設されました。 

また、障がい児が受けるサービスの利用計画を作成するため、障害児相談支援事業が創設されました。  

 

 

６－２：給付の内容 

 

サービス名 内   容 

児童発達支援 未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 

医療型児童発達支援 未就学の障がい児（上肢・下肢又は体幹の機能に障がいのある児童）に対

し、児童発達支援及び治療を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し

発達支援のサービスを提供します。 

放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対し、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。 

保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児に対し、その施設を訪問し、集団生活への適応の

ための専門的な支援等を行います。 

  

 

６－３：障害児相談支援事業 

 障がい児が受けるサービスの利用計画を作成します。 

 

指定障害児相談支援事業者一覧                 （令和５年４月現在 順不同） 

事 業 所 名 住   所 電話番号 

やない地域生活支援センター 柳井市柳井１９１０番地１ 0820-22-1205 

指定障害児相談支援事業所たんぽぽ 熊毛郡田布施町大字川西１１４４番地 0820-52-2678 

たちばな園相談支援事業所 大島郡周防大島町大字油良１０２０番地 0820-73-5010 

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄４４７２番地 0820-24-1100 

ひらもと障害者支援事業所 柳井市山根６番１７号 0820-23-1905 

ながやす介護ステーション 熊毛郡平生町大字平生村８６２番地２ 0820-56-7890 

特定相談支援事業所いな穂 柳井市神代４１１０番地１０ 0820-45-3811 

はなさく相談支援事業所 熊毛郡田布施町大字麻郷１６９７番地 0820-25-3715 

相談支援事業所フラフまいむ 熊毛郡田布施町大字下田布施２１７番地１７ 0820-25-1036 

相談支援事業所エンジュ（槐） 熊毛郡平生町佐賀３７７５－４６ 0820-25-3615 
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６－４：障害児通所支援事業所一覧 

                              （令和５年４月現在 順不同） 

事  業  所  名 住   所 電話番号 サービス種類 

児童デイサービス ３びきのこぶた 柳井市南町３丁目２番２号 0820-23-2474 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

みらい 柳井市南町７丁目８番１号 0820-25-3081 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

のびすく柳井 柳井市古開作４２８番地５ 0820-25-1912 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

あおぞら 熊毛郡平生町佐賀３７７５－４６ 0820-25-3365 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

そよかぜ 熊毛郡平生町佐賀３７７５－４６ 0820-25-3365 
児童発達支援 

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス ひばり 柳井市余田２４０９番地 0820-25-1710 放課後等デイサービス 

放課後クラブあいあい 
大島郡周防大島町大字油良

５０６番地 
0820-73-0642 放課後等デイサービス 

はなみずき放課後デイサービス 
熊毛郡田布施町大字麻郷 

１６９７番地 
0820-25-3715 放課後等デイサービス 

はなみずき放課後デイサービス HOPE 
熊毛郡田布施町大字麻郷 

１６８８番地３ 
0820-25-3715 放課後等デイサービス 

児童発達支援 たんぽぽの家 
熊毛郡田布施町宿井字尾尻 

１０６４番地２ 
0820-25-1010 児童発達支援 

放課後等デイサービス ポケットまいむ 
熊毛郡田布施町大字下田布

施２１７番地１７ 
0820-25-1036 放課後等デイサービス 

※上記以外の指定事業所も利用できます。詳しくは、柳井市役所 社会福祉課までお問い合わせく

ださい。 
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【７】 日常生活の援助 

 

７－１：補装具（障害福祉サービス） 

 障がいを補うために必要とされる用具の交付、修理の費用を助成します。 

■対象者  次のいずれかに該当する方 

        ○身体障害者手帳の交付を受けている方 

        ○指定難病患者等 

       ※介護保険で購入又は貸与が可能なときは、介護保険の利用が優先です。 

■種 目   

 

 

 

 

 

 

 

■利用料  利用したサービス利用料の１割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて、ある一

定金額以上の負担を求めない｢月額上限額｣が設定されます。 

       また、種目ごとに定められた基準額以上の補装具の交付を希望されるときは、その差額

は、自己負担です。 

■手 続  補装具の種類によって、必要書類及び手続が異なります。詳しくは、事前に窓口にお問

い合わせください。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

７－２：軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 

 軽度・中等度難聴児（１８歳未満）の言語能力の健全な学力の向上を図るため、補装具費支給制

度の補完的措置として、対象児のために補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。 

■対象者  次のいずれにも該当する方 

〇両耳の聴力レベルが原則として３０デシベル以上７０デシベル未満である方 

        〇身体障害者手帳の交付対象者でない方 

■利用料  原則補装具の基準額に３分の１を乗じて得た額を利用者が負担します。 

       基準額以上の補聴器の購入を希望されるときは、その差額は、自己負担です。 

■手 続  規定の様式による指定自立支援医療機関医師による意見書、補聴器販売業者が作成

した見積書を添えて申請します。詳しくは、事前に窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

７－３：日常生活用具給付事業 

（１）日常生活用具  

 在宅で暮らす障がい者の日常生活を容易にするため、用具の費用を助成します。 

■対象者  別表 

■種 目  別表 

主な障がい項目 補装具の交付種目 

視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障害 補聴器 

音声・言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置 

肢体不自由 義肢装具、歩行補助つえ、座位保持装置、歩行器、車椅子、

電動車椅子 

肢体不自由児のみ 座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 
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■利用料  原則利用したサービスの１割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて、ある

一定金額以上の負担を求めない｢月額上限額｣が設定されます。 

       また、種目ごとに定められた基準額以上の支援用具の交付を希望されるときは、そ

の差額は、自己負担です。 

■手 続  種目により必要書類が異なります。詳しくは、事前に窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

《別 表》                                （令和５年７月現在） 

 種  目 対  象  者 

介
護
・
訓
練
用
支
援
用
具 

特殊寝台 
下肢又は体幹機能障害２級以上の身体障がい者（児） 

寝たきりの状態にある指定難病患者等 

特殊マット 

下肢又は体幹機能障害１級で常時介護を必要とする身体障がい者（身体障がい児の

ときは、２級を含む。） 

重度又は最重度の知的障がい者（児） 

寝たきりの状態にある指定難病患者等 

※いずれも原則３歳以上の方 

特殊尿器 

下肢又は体幹機能障害１級で常時介護を必要とする身体障がい者（児） 

自力で排尿できない指定難病患者等  

※いずれも原則学齢児以上の方 

入浴担架 
下肢又は体幹機能障害２級以上であり、入浴に当たり家族等他人の介助を必要とす

る身体障がい者（児） ※原則３歳以上の方 

体位変換器 

下肢又は体幹機能障害２級以上であり、下着交換等に当たり家族等他人の介助を必

要とする身体障がい者（児） 

寝たきりの状態にある指定難病患者等 

※いずれも原則学齢児以上の方 

移動用リフト 

下肢又は体幹機能障害２級以上の身体障がい者（児） 

下肢又は体幹機能に障がいがある指定難病患者等 

※いずれも原則３歳以上の方 

訓練いす 下肢又は体幹機能障害２級以上の身体障がい児 ※原則３歳以上の方 

訓練用ベッド 

下肢又は体幹機能障害２級以上の身体障がい児 

下肢又は体幹機能に障がいがある指定難病患者等 

※いずれも原則学齢児以上の方 

自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具 

下肢又は体幹機能に障がいがあり、入浴に介助を必要とする身体障がい者（児） 

入浴に介助を必要とする指定難病患者等 

※いずれも原則３歳以上の方 

便器 

下肢又は体幹機能障害２級以上の身体障がい者（児） 

常時介護を必要とする指定難病患者等 

※いずれも原則学齢児以上の方 

Ｔ字状･棒状のつえ 
平衡機能、下肢又は体幹機能障害３級以上の身体障がい者（児） 

※原則学齢児以上の方 

移動・移乗支援用具 

平衡機能、下肢又は体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動等において介助を必要

とする身体障がい者（児） 

下肢機能に障がいがある指定難病患者等 
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 種  目 対  象  者 

頭部保護帽 

平衡機能、下肢又は体幹機能に障がいがあり、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒す

るおそれがある身体障がい者（児） 

重度又は最重度の知的障がい者（児） 

てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 

特殊便器 

上肢障害２級以上で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な身体障がい者

（児） 

訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障がい者（児） 

上肢機能に障がいのある指定難病患者等 

※いずれも原則学齢児以上の方 

火災警報器 
火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害等級２級以上の身体障がい者（児） 

火災発生の感知及び避難が著しく困難な重度若しくは最重度の知的障がい者（児） 

火災発生の感知及び避難が著しく困難な指定難病患者等 

※いずれも対象者若しくは指定難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯 
自動消火器 

電磁調理器 
視覚障害２級以上の身体障がい者 ※盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯 

重度又は最重度の知的障がい者 ※知的障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 

歩行時間延長信号

機用小型送信機 
視覚障害２級以上の身体障がい者（児） ※原則学齢児以上の方 

聴覚障害者用屋内

信号装置 

聴覚障害２級以上の身体障がい者（児） 

※聴覚障がい者（児）のみの世帯又はこれに準ずる世帯 

クールベスト 体温調整が著しく困難な方 

紫外線カットクリ

ーム 

紫外線に対する防御機能が著しく欠けており、がんや神経障害を起こすおそれがあ

る方 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

透析液加温器 腎臓機能障害３級以上の身体障がい者（児）※原則３歳以上の方 

ネブライザー 

（吸入器） 

呼吸器機能障害３級以上又は同程度の障がいがあり、使用の必要性が認められる身

体障がい者（児） 

呼吸器機能に障がいを有する指定難病患者等 電気式たん吸引器 

酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者（児） 

盲人用体温計 

（音声式） 
視覚障害２級以上の身体障がい者（児） 

※原則学齢児以上の方  

※盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯 
盲人用体重計 

（音声式） 

パルスオキシメー

ター 

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障がいがあり、在宅酸素療法者又は人

工呼吸器装着者である身体障がい者（児） 

手動式圧注入調整

装置（半固形状流動

食注入システム） 

そしゃく機能障害３級以上若しくは同程度の障がいがあり、通常の経腸栄養では逆

流し、頻繁に誤嚥性肺炎を起こす身体障がい者、又は半固形栄養剤が適応できず下

痢などの症状を起こす身体障がい者 

通常の経腸栄養では逆流し、頻繁に誤嚥性肺炎を起こす難病患者等、又は半固形栄

養剤が適応できず下痢などの症状を起こす難病患者等（嚥下困難者） 

人工呼吸器用非常

用電源 

呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障がい者（児）であって、必要と認めら

れる者、呼吸器機能に障がいを有する指定難病患者等 
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 種  目 対  象  者 

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具 

携帯用会話補助装置 
肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであって、発声・発語に著しい障

がいを有する身体障がい者（児）※原則学齢児以上の方 

情報・通信支援用具 上肢機能又は視覚障害２級以上の身体障がい者（児） 

点字ディスプレイ 視覚障害２級以上で使用の必要性が認められる身体障がい者（児） 

点字器 視覚障害２級以上の身体障がい者（児）※原則学齢児以上の方 

点字タイプライター 
視覚障害２級以上で就労若しくは就学している身体障がい者（児）又は就労が見込

まれる身体障がい者（児） 

視覚障害者用ポー

タブルレコーダー 
視覚障害２級以上の身体障がい者（児）※原則学齢児以上の方 

視覚障害者用活字

文書読上げ装置 

視覚障害者用拡大

読書器 

視覚に障がいがあり、本装置により文字等を読むことが可能になる身体障がい者

（児）※原則学齢児以上の方    

盲人用時計 

視覚障害２級以上の身体障がい者（児） 

※原則学齢児以上の方 

※音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な方 

聴覚障害者用通信

装置 

聴覚又は発声・発語に著しい障がいがあるために、コミュニケーション、緊急連絡

等の手段として必要と認められる身体障がい者（児）等 

※原則学齢児以上の方 

聴覚障害者用情報

受信装置 
聴覚に障がいがあり、本装置によりテレビの視聴が可能になる身体障がい者（児） 

人工喉頭 喉頭摘出者又は音声・言語機能に障がいを有する方 

視覚障害者用 

ワードプロセッサ

ー（共同利用） 

視覚に障がいがあり、就労若しくは就学している身体障がい者（児）又は就労が見

込まれる身体障がい者（児） 

点字図書 視覚に障がいがある身体障がい者（児）※詳細は別に記載 

排
泄
管
理
支
援
用
具 

ストマ装具 人工肛門又は人工膀胱造設者 

紙おむつ等 

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な方 

高度の排便又は排尿機能障がいがあり、意思表示が困難な方 

脳原性運動機能障がいがあり、意思表示が困難な方 

※いずれも原則３歳以上の方 

収尿器 高度の排尿機能障害がある方 
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（２）点字図書  

 情報の入手を点字で行っている方に点字図書を給付します。 

■対象者  市内に住所を有し、情報の入手に点字を必要とする視覚障がい者 

■利用料  点字翻訳する以前の一般図書の購入価格を利用者が負担します。 

■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

〇申請書  

〇身体障害者手帳 

        〇点字図書発行証明書 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

（３）住宅改修  

障がいのある方が住宅環境の改善を行うとき、原則対象者一人につき１回に限り居宅生活動作補助用

具の購入費及び改修工事費を給付します。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる

方は、対象となりません。 

■対象者  市内に住所を有する、次のいずれかに該当する方 

 〇下肢、体幹機能障害を有する障害程度等級３級以上の方 

〇乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を

有する障がい者等で障害程度等級３級以上の方 

※ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害２級以上の方 

■助成額  費用の一部（２０万円を限度とする。）を助成します。 

■利用料  原則費用の１割を利用者が負担します。 

■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

〇申請書  

〇身体障害者手帳 

        〇見積書 

〇改修予定個所の見取図及び写真 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

  

７－４：意思疎通支援事業 

（１）手話通訳者等の派遣  

手話通訳を必要とする方に通訳者を派遣します。 

■対象者  市内に住所を有し、手話通訳を必要とする聴覚障がい者 

■利用料  無料 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（２）要約筆記者等の派遣  

 要約筆記を必要とする方に筆記者を派遣します。 

■対象者  市内に住所を有し、要約筆記を必要とする聴覚障がい者 

■利用料  無料 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 
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７－５：社会参加促進事業 

（１）点字・声の広報発行事業  

 市発行の広報等を音訳し、必要に応じて利用者にＣＤ等を配布します。 

■対象者  市内に住所を有する視覚障がい者 

■利用料  無料 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

（２）点字講習会  

 点字の知識、技術を広く普及することにより、視覚障がい者の社会活動におけるコミュニケーション

が円滑になるよう、点字講習会を開催しています。受講料は、無料です。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（３）手話奉仕員養成講座  

 口頭での会話が困難な障がい者等との日常会話を円滑に行うために必要な手話技術を習得する講座

を開催しています。受講料は、無料です（テキスト代 実費）。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（４）スポーツ・レクリエーション事業  

 障がいのある方の社会参加推進と、市民の障がいへの理解・交流を目的として、柳井市障害者スポー

ツ・レクリエーション事業実行委員会の主催による柳井市障害者フライングディスク交流大会が開催さ

れています。 

 

７－６：その他の支援 

（１）寝具洗濯乾燥消毒サービス  

 回収サービス 委託業者が寝具を回収し、洗濯・乾燥・消毒を行います。（年１回） 

■対象者  次のいずれかに該当する方 

〇在宅の８０歳以上の一人暮らしの高齢者及び８０歳以上の高齢者のみの世帯に属

する高齢者 

        〇在宅の７５歳以上の高齢者で、要介護状態及び指定難病患者等で寝たきりの状態に 

ある方（同居者により寝具の衛生管理が可能と認められる世帯の高齢者は除く。） 

        〇在宅の障がい者のみの世帯に属する方のうち、寝具類の衛生管理が困難で重度身 

体障がい者に該当する方 

        〇在宅で常時寝たきりの状態にある障がい者（指定の難病患者を含む） 

              ※支給の要件がありますので、お問い合わせください。 

■利用料  敷・掛布団 １６０円／枚  毛布 ６０円／枚  枕 ３０円／個 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課・高齢者支援課 

 

（２）訪問理美容サービスの出張経費の助成  

在宅生活をする対象者に、出張理美容による訪問理美容サービスを行います。 

■対象者  理髪店や美容院へ行くことが困難又は座位が保てない方で、次のいずれかに該当する方 

〇６５歳以上の寝たきり又は認知症の高齢者   

〇心身の障がいや傷病等がある方 

■利用回数 年４回まで 
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■その他  理美容料金は利用者負担 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課・高齢者支援課 

 

（３）緊急通報体制整備事業  

 在宅の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者、重度身体障がい者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯に属する障がい者に、急病や災害等の緊急時に敏速かつ適切に対応する体制づくりのサ

ービスと同時に、安心して自立した生活を続けることができる環境づくりのサービスを行います。 

■対象者  次のいずれかに該当する方 

〇７５歳以上の一人暮らし高齢者 

〇６５歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯に属する高齢者、高齢者及び 

身体障がい者のみの世帯に属する高齢者で、慢性疾患等により健康上特に注意が必要 

と認められる方 

       〇身体障害者手帳（１級・２級）の交付を受けている一人暮らしの身体障がい者 

〇障害者手帳所持者のうち、一人暮らし又は障がい者のみの世帯に属する障がい者 

で、心身機能の低下等により日常生活を営む上で常時注意を要する方 

■利用料  ５００円／月 

■窓  口  柳井市役所 社会福祉課・高齢者支援課 

 

（４）福祉車両の貸出し  

■対象者  身体の障がい等により日常生活を営むのに必要な移動の手段が一般車両では困難な方 

    ※利用条件等がありますので、窓口にご相談ください。 

■窓 口   社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会  TEL:（0820）22-3800 

 

（５）車いすの貸出し  

■対象者   障がい者、高齢者等 

   ※利用条件等がありますので、窓口にご相談ください。 

■窓 口  社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会  TEL:（0820）22-3800 

  

（６）生活福祉資金の貸付け  

 必要な資金の融資をほかから受けることが困難な低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、

資金の貸付けを行っています。安定した生活が送れるように、社会福祉協議会や地域を担当する民生委

員が必要な援助指導を行います。詳しくは、窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会  TEL:（0820）22-3800 

 

（７）選挙（郵便等による不在者投票）  

■対象者  身体に重度の障がい(障がいの部位により１～３級程度)がある方で、身体障害者手帳、 

傷病者手帳、介護被保険者証（要介護区分５）を持っていて、一定の要件に該当し、市

選挙管理委員会の発行する郵便等投票証明書の交付を受けている方 

       詳しくは、窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  柳井市選挙管理委員会事務局 
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（８）ヘルプマーク  

外見で分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としていることを知 

らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。 

■対象者  身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病、高齢、妊娠等で、周囲の人からの援 

助や配慮が必要な場面のある方 

■配布場所 柳井健康福祉センター   柳井市役所 社会福祉課 

柳井市保健センター 

 

※郵送での配布をご希望の方は、山口県厚政課に直接申請する必要があります。  

■問合せ先 山口県厚政課 TEL:（083）933-2724 

 

 

 

 

 

写真：ヘルプマーク       
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【８】 交通・移動の援助 

 

８－１：社会参加支援関連事業 

（１）障害者自動車運転免許取得費助成事業  

 就労等社会活動への参加を促進することを目的に、自動車運転免許取得に直接必要な経費の一部を助

成します。事前に窓口にご相談ください。 

■対象者  身体障害者手帳（１～３級）、療育手帳の交付を受けている方 

■助成額  免許取得に掛かった費用の２分の１（１０万円を限度とする。）を助成します。 

■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

〇申請する時 ・申請書 ・身体障害者手帳又は療育手帳 

        〇請求する時 ・運転免許証 ・領収書 等 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（２）身体障害者用自動車改造費助成事業  

重度身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的に、身体障がい者本人が所有し運

転する自動車を改造するときに、改造に要する経費の一部を助成します。事前に窓口にご相談ください。 

■対象者  次のいずれにも該当する方 

        〇上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の１級又は２級の方 

        〇自動車運転免許を有する方 

        〇就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置（ハンドル）、駆動装置（ア

クセル及びブレーキ）等の一部を改造する必要がある方 

        〇助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額が当該月の特別障害者手当の所

得制限限度額を超えない方 

■助成額  操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、１件当たり１０万円を限度とし、１

車両につき１回限りとする。 

■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

〇申請する時 ・申請書 ・身体障害者手帳 ・運転免許証 ・車検証 

               ・改造に係る経費の見積書  ・世帯全員の所得証明書（前年分） 

        〇請求する時 ・領収書 ・写真（改造前、改造後） ・車検証 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 

 

（３）駐車禁止除外指定車標章の交付  

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件を満たす

方は、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。 

■窓 口  住所地を所管する警察署 

 

（４）やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度  

 公共施設や店舗などに設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方

や高齢の方等で歩行や乗降が困難な方に、利用証を交付しています。利用証を提示することで、県に登

録された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができます。 
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■対象者 

  〇身体障がい者 

   身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の表に該当する方 

障  害  名 等 級 

 視覚障害 １～４級 

聴覚又は平衡機能の障害 
 聴覚障害 ２、３級 

 平衡機能障害 ３、５級 

 

 肢体不自由 

 

 上肢 １～４級 

 下肢 １～６級 

 体幹 １～３、５級 

 

 

  乳幼児期以前の非進行性の 

  脳病変による運動機能障害 

上肢機能 １、２級 

移動機能 １～６級 

 心臓機能障害 １、３、４級 

 腎臓機能障害 １、３、４級 

 呼吸器機能障害 １、３、４級 

 ぼうこう又は直腸の機能障害 １、３、４級 

 小腸機能障害 １、３、４級 

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １～４級 

 肝臓機能障害 １～４級 

  〇知的障がい者  療育手帳Ａの交付を受けている方 

  〇精神障がい者  精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

  〇高  齢  者    「要介護１」～「要介護５」の方 

  〇難 病 患 者    特定疾患医療受給者証をお持ちの方 

  〇け  が  人    けがにより、車いす、杖等を使用されている方 

  〇妊  産  婦    妊娠７か月～産後 1年までの方（産後は、乳児同乗のときのみ） 

  〇そ  の  他    診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方 

■確認書類   

〇身体障がい者：身体障害者手帳        〇知的障がい者：療育手帳 

〇精神障がい者：精神障害者保健福祉手帳    〇高  齢  者：介護保険被保険者証 

   〇難 病 患 者：特定疾患医療受給者証     〇妊   産   婦：母子健康手帳 

  〇け  が  人：診断書等（車いす、杖等の使用期間が分かる物）、身分証明書 

  〇そ  の  他：診断書等（歩行・乗降の状態が分かる物）、身分証明書 

■配布場所 山口県柳井健康福祉センター     柳井市役所 社会福祉課・高齢者支援課 

       柳井市保健センター            社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

■問合せ先 山口県厚政課 TEL：（083）933-2724 
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８－２：公共交通機関の割引 

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、要件により割引になるとき

があります。 

 

（１）ＪＲ旅客運賃の割引  

 種別 割引対象乗車券類 対象者 割引率 割引条件 

○身体障害者手帳第１種 

○療育手帳Ａ 

普通乗車券 

回数券 

普通急行券 

定期乗車券 

本人 

介護人 
５０％ 

一人での利用や同伴

の介護者があるとき

など割引条件が異な

ります。 

○身体障害者手帳第２種 

○療育手帳Ｂ 

普通乗車券 本人 ５０％ 

片道１００キロを超

えるときの普通乗車

券のみ割引 

定期乗車券 

（１２歳未満） 

本人 

介護人 
５０％ 

１２歳未満の小児が

介護人と乗車すると

きのみ 

※小児定期乗車券、グリーン料金、特急料金は、割引がありません。 

■手 続  購入時手帳を提示 

■窓 口  ＪＲ乗車券発売窓口 

 

（２）バス運賃の割引（例：防長バス）  

区   分 対象者 割引率 備  考 

身体障害者手帳第１種 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級又は１２歳未満

の精神障がい者 

本人 

介護人 
５０％ 

障害者手帳を提示し

てください。 身体障害者手帳第２種 

療育手帳Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳２級又は３級（１２

歳未満を除く。） 

本人 ５０％ 

■手 続  各種障害者手帳を提示 ※割引対象についてバス会社によって異なるときがあります。 

■窓 口  各バス会社 

  

（３）航空旅客運賃の割引  

国内の航空機を利用するとき、国内線の運賃が割引になります（割引を実施していない航空会社もあ

ります。）。割引率等が異なりますので、各航空会社にお問い合わせください。 

 ■対象者  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者 

 ■手 続  航空券購入の際に手帳を提示 

 ■窓 口  各航空会社、営業所など 
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（４）タクシー運賃の割引  

タクシーを利用した際に、料金が１０％割引になります。福祉タクシーの助成券との併用が可能です。 

 ■対象者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

 ■手 続  乗車の際に障害者手帳を提示することにより料金の割引（１０％割引）が受けられます。 

 ■窓 口  各タクシー会社 

 

（５）障害者タクシー福祉乗車割引証  

 基本料金分の障害者タクシー福祉乗車割引証（以降タクシー券）を年間４８枚まで交付します。ただ

し、腎臓機能障害により人工透析を受けている方は、年間９６枚まで交付します。 

 ■対象者  次のいずれかに該当する方 

        〇身体障害者手帳１～３級の交付を受けている方 

        〇療育手帳の交付を受けている方 

        〇精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

 ■制 限  自動車税等の減免を受けている方はタクシー券の助成はできません。    

 ■利用方法 乗車の際、タクシー券を、各種障害者手帳とともに提出してください。 

       助成は、基本料金部分のみです。 

 ■窓 口  柳井市役所 社会福祉課  

 

（６）予約制乗合タクシー運賃の割引  （日積地区／大畠地区／伊陸地区／阿月地区社会福祉協議会） 

区   分 対象者 割引率 備  考 

身体障害者手帳第１種 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級又は１２歳未満の

精神障がい者 

本人 

介護人 
５０％ 

障害者手帳を提示し

てください。 身体障害者手帳第２種 

療育手帳Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳２級又は３級（１２歳

未満を除く。） 

本人 ５０％ 

■手 続  利用登録の際に各種障害者手帳を提示 

■窓 口  各地区社会福祉協議会 

 

（７）フェリー運賃の割引  

 区   分 対象者 割引率 備  考 

防予フェリー 

 

身体障害者手帳第１種 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

本人 

介護人 
５０％ 

障害者手帳を

提示してくだ

さい。 
身体障害者手帳第２種 

療育手帳Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳２級又は３級 

本人 ５０％ 

平郡航路 身体障害者手帳第１種 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

本人 

介護人 
５０％ 

障害者手帳を

提示してくだ

さい。 
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乗船券購入の際、運賃が割引になります。ただし、距離により割引にならないときがあります。 

また、乗用車の割引が受けられないときもあります。詳しくは、各フェリー会社にお問い合わせくだ

さい。 

■手 続  乗船券購入の際に手帳を提示  

 ■窓 口  各フェリー会社 

 

（８）有料道路通行料金の割引  

 身体障害者手帳又は療育手帳の提示をすると、有料道路（一部有料道路を除く。）で５０％の割引が

あります。 

なお、有効期限がありますので、継続して割引を受けようとするときは、更新手続が必要です。 

■対象者  次の条件のいずれかに該当する方 

        〇身体障害者手帳をお持ちで自ら運転するとき 

        〇重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者の方が同乗し、介護者が運転するとき 

        ※重度とは、身体障害者手帳であれば第１種、療育手帳であればＡのことをいいます。 

        ※対象となる自動車は、障がい者本人、家族又は当該障がい者を日常的に介護する方

が所有する１台のみです。 

■制 限  営業用の自動車には、適用されません。 

■手 続  あらかじめ窓口で申請し、手帳に証明を受けてください。 

■申請に必要な物（申請書の用紙は、窓口にあります。） 

        〇身体障害者手帳 

        〇運転免許証（障がい者本人が運転するときのみ） 

        〇車検証 

        ※割賦購入（ローン）又は長期リースにより自動車を利用しているときは、割賦契約

書又はリース契約書が必要です。 

 

※ＥＴＣ割引をご希望のときは、次の物も併せて必要になります。 

        〇車載器管理番号の分かる物（「車載器セットアップ申込書・証明書」等）  

        〇ＥＴＣカード（１８歳以上の障がい者は、本人の物） 

        

※障がい者本人以外の所有する自動車で申請するとき、本人との関係が分かる書       

類の提出を求めることがあります。 

■窓 口  柳井市役所 社会福祉課 
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【９】 税金・公共料金 

 

９－１：税の減免 

（１）自動車税・自動車取得税の減免  

 障がいのある方が所有する自家用車を、障がい者本人、障がい者と生計を同じくする方又は障がい者

を常時介護する方がもっぱら障がい者のために運転するときは、自動車税が減免されることがあります。

詳しくは、窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  山口県 柳井県税事務所  TEL：（0820）23-2121 

        

（２）軽自動車税・軽自動車取得税の減免  

 軽自動車についても自動車税と同様の取扱いがあります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。 

■窓 口  柳井市役所 税務課 

  

（３）その他税の控除  

障害者手帳等をお持ちの方は、税の控除、非課税制度があります。詳しくは、窓口にお問い合わせく

ださい。 

■窓 口  柳井市役所 税務課 

 

９－２：公共料金等 

（１）ＮＨＫ受信料の減免 

ア 全額免除 

■対象者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、かつ、

世帯構成員全員が市町村民税非課税である方 

■手 続  次の物をＮＨＫ営業所に提出してください。 

〇申請書（柳井市役所 社会福祉課にあります。障害者手帳と印鑑を持参の上、社会

福祉課で申請書を記入し、証明を受けてください。） 

        〇世帯構成員の分かる住民票 

        〇世帯構成員全員の非課税証明書 

イ 半額免除 

■対象者  放送受信契約者かつ世帯主であり、次のいずれかに該当する方 

        〇身体障害者手帳の交付を受けており、視覚障害又は聴覚障害である方 

        〇身体障害者手帳１～２級の交付を受けている方 

        〇療育手帳Ａの交付を受けている方 

        〇精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

■手 続  次の物をＮＨＫ営業所に提出してください。 

        〇申請書（柳井市役所 社会福祉課にあります。障害者手帳と印鑑を持参の上、社会 

福祉課で申請書を記入し、証明を受けてください。） 

        〇世帯主と分かる住民票 

■窓 口  ＮＨＫ山口放送 TEL:（083）921-3737 

 ■問合せ先 ＮＨＫふれあいセンター ナビダイヤル：0570-077-077 
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（２）ＮＴＴ電話番号の無料案内  

 ＮＴＴの電話番号案内の「１０４」をプッシュした後、「ふれあい案内」と申し出て、登録済みの電

話番号と暗証番号を伝えると、案内料が無料になります。 

 ※障がいの種類により制限がありますので、お問い合わせください。 

■問合せ先 TEL: 0120-104174 ＮＴＴフリーダイヤル 

        ＜受付時間＞午前９時～午後５時 月曜日から金曜日まで 

              ※祝日及び年末年始を除く。 

 

（３）携帯電話基本料金の割引  

 基本使用料の割引等が受けられます（内容は、携帯電話各社によって異なります。）。 

■対象者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

■窓 口  各携帯電話の取扱店 

 

（４）郵便料金  

 ■郵便料金が無料となる物 ※３kgまで 

        〇点字郵便物（点字のみを掲げた内容で開封の物） 

        〇盲人用の録音物、点字用紙で日本郵便株式会社が指定する施設から差出又は施設宛

ての物 

 ■郵便料金等に特例が設けられている物 

       〇聴覚障がい者用ゆうパック・点字ゆうパック 

       〇心身障害者用ゆうメール 

■窓 口  お近くの郵便局 
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【１０】 その他 

 

１０－１：交通事故による被害者援護制度 

（１）交通遺児等育成資金  

 独立行政法人自動車事故対策機構では、保護者が自動車事故で死亡、または重度の後遺障害者（自賠

法３級以上）となった被害者の家庭の遺児などの健全な育成を図るため、育成資金の無利子貸付けを行

っています。 

■貸付対象者：０歳から中学校卒業までの方 

■貸付金 

 

 

        

 

 ■貸付期間：貸付決定月から中学校卒業の月まで 

 ■返還方法：２０年以内の均等払い（月払い） 

 ※高校・大学への進学者はその間返還猶予 

 

 ※「自賠法」とは自動車損害賠償保障法のことです。 

 

（２）重度後遺障害者への介護料支給  

 自動車事故により、脳・脊髄又は胸腹部臓器に損傷を受け、常時又は随時の介護を必要とする重度 

後遺障害者を抱える家族の精神的・肉体的並びに経済的負担の軽減を図るため、介護料を支給してい 

ます。 

 ■支給対象者：自賠責保険（共済保険）の等級が次の表に該当する方 

種 別 平成１４年４月１日以降の事故 平成１４年３月３１日以前の事故 

(１)常時介護 「第１級１号」または「第１級２号」 「第１級３号」または「第１級４号」 

(２)随時介護 「第２級１号」または「第２級２号」 「第２級３号」または「第２級４号」 

 

 ■介護料：月額 

 (１)常時介護 ７２，９９０円～２１１，５３０円 

 (２)随時介護 ３６，５００円～８３，４８０円 

 ただし、介護に要する費用（訪問介護・介護用品購入等）の負担に応じて、上限額までの範囲内で支

給します。 

 

 ※介護料の金額が変わることがあります。詳しくは、独立行政法人自動車事故対策機構にお問い合わ

せください。 

 

 【問合せ先】 

 独立行政法人 自動車事故対策機構 山口支所  

住所：山口市吉敷下東１－３－１山陽ビル吉敷  TEL：０８３－９２４－５４１９ 

一 時 金 １５５，０００円 

月 額 １０，０００円または２０，０００円（選択制） 

入学支度金 ４４，０００円 
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山口県柳井市南町一丁目１０番２号 

           柳井市社会福祉課 

          TEL（０８２０）２２－２１１１ 

          FAX（０８２０）２３－７５６６ 

 

 


